（別記様式１）

令和　年　月　日
分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長　殿

住所
住　　　　所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　


応募に係る説明会出席届


　令和８年度 農業用施設健全性評価に係る検討委託事業の応募に係る説明会への出席を希望します。なお、説明会の出席者は以下のとおりです。


記

（応募に係る説明会出席者）
　所属・役職
　担当者氏名
（２名以上出席を希望する場合は他〇名と記載すること。）
　　電話番号
　　メールアドレス









（別記様式２）

令和　年　月　日
分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長　殿

住所
住　　　　所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　


企画競争参加表明書提出届


　令和８年度 農業用施設健全性評価に係る検討委託事業の企画競争に参加したいので、下記の資料を添付して応募します。


記

・競争参加資格確認通知（又は資格申請書類）の写し
　　　　　　　　　　・暴力団排除に関する制約事項







（参加表明書に関する担当者）
　所属・役職
　担当者氏名
　電話番号
　メールアドレス

（別記様式３） 

暴力団排除に関する誓約事項
  当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）〇〇は、下記１及び２のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 
  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。 
                                       記 
 １ 契約の相手方として不適当な者 
（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 
（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的　　　
をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 
（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある　　　
いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 
（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
 
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 
（１）暴力的な要求行為を行う者 
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 
（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 
（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 
（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 







（別記様式４）
令和　年　月　日
分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長　殿

住所
住　　　　所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　


企画提案書提出届


　令和８年度 農業用施設健全性評価に係る検討委託事業に関する企画提案書を提出します。










（提案に関する担当者）
　所属・役職
　担当者氏名
　電話番号
　メールアドレス



注）合わせて次の資料を添付。
業務内容を示したパンフレット等、並びに民間企業にあっては、営業経歴書及び最新の決算報告書（財務諸表）１年分添付する（又はそれに準じるもの）。民間企業以外の者にあっては、定款又は寄付行為及び最新の決算報告書（財務諸表）1年分を添付すること（又はそれに準じるもの）。
（参考様式４－１）有資格者数
	資格の種類
	技術部門の選択科目等
	所属技術者数

	（例）技術士
	農業部門（農業土木）
	〇〇名

	（例）農業土木技術管理士
	
	

	
	
	


注１：技術者資格の「当該業務部門の存在」を評価する。
注２：技術者が６名以上存在する場合は６名分、６名未満の場合は該当分の技術者の証明書の写しを提出する。

（参考様式４－２）業務実績
	番号
	業　務　名
	業　務　概　要
	発　注
機関名
	履行期間
	アグリス登録番号
	
備　考

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	


注１：過去10年（平成28年度～令和７年度）の同種業務の実績が有れば記入。
注２：ＡＧＲＩＳ登録がされていない業務については契約書の写しを添付すること。

（参考様式４－３）
[bookmark: _Hlk166169436]事業の目的及び事業内容、事業の実施手法、委員会の設置・運営
	1 事業の目的及び事業内容


2 事業の実施手法


3 委員会の設置・運営




注１：③委員会の設置では、各委員の専門分野、推薦理由、委員の実績などを記載
（参考様式４－４）
事業の実施工程
	検討項目
	業　務　工　程
	備　考

	
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	

	１． 
	
	
	
	
	
	
	

	２． 
	
	
	
	
	
	
	

	３． 
	
	
	
	
	
	
	

	４．
	
	
	
	
	
	
	

	５． 
	
	
	
	
	
	
	



（参考様式４－５）事業の実施体制（配置予定者）
	
	配置予定者名
	所属・役職
	資格
	担当する分担業務の内容
	経歴及び実績

	代表者
	○○ ○○　　 ○○ ○○
○ ○ ○ ○

	
	
	
	

	担当者
	(1)

(2)

(3)

(4)・・・
	
	
	
	(1)の技術者
　　
(2)の技術者
　　
(3)の技術者
　
(4)・・・　


注１：氏名にはふりがなをふること。
注２：所属・役職については、企画提案書の提出者以外に所属する者である場合は、その名称等も
記載すること。
注３：事業の実施体制図（様式自由）を添付すること。








（参考様式４－６）積算内訳（例）
	項　目
	名　称
	数　量
	単　価
	金　額
	備　考

	１．直接原価
	
	
	
	
	
	

	１）直接人件費
	頭首工健全性評価委員会
	
	
	
	
	内訳４－６－１

	２．間接原価
	
	
	
	
	
	

	　１）その他原価
　
	
	
	
	
	
	率計上分については根拠となる内規等を添付

	３．一般管理費等


	
	
	
	
	
	率計上分については根拠となる内規等を添付

	小　計
	
	
	
	
	
	

	消費税相当額
	
	
	
	
	
	

	合　計
	
	
	
	
	
	


※上記表以外に必要があれば、適宜追加して記述すること。

（参考様式４－６－１）頭首工健全性評価委員会の積算内訳（例）
	項　目
	名　称
	数　量
	単　価
	金　額
	備　考

	１．直接原価
	
	
	
	
	
	

	1） 直接人件費
	
	
	
	
	
	

	1 人件費
資料作成
同上
現地検討会
事前説明会
委員会の設置
　　　 委員会の運営
　　　 報告書作成
　　　 打合せ
	
(例)技師長
(例)技師Ａ
〇〇
〇〇
〇〇
〇〇
〇〇
〇〇
	

	
人
人
人
人
人
人
	
	
	

	　　②○○費
	
	
	
	
	
	

	　２）直接経費
	
	
	
	
	
	

	1 用務品費
	お茶代等
	
	
	
	
	

	2 旅費交通費　　　　
	
	
	
	
	
	

	3 報告書作成費
　　　ａ．報告書
　　　ｂ．電子データ
	
	


	
部
枚
	
	
	
無線綴り製本
CD-R

	4 運営費
	会議室代
	
	回
	
	
	

	5 諸謝金
	委員長
委員
	
	人
人
	
	
	



※上記表以外に必要があれば、適宜追加して記述すること。





























（別記様式４－７）
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況

１　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等

○「えるぼし１段階目」の認定を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○「えるぼし２段階目」の認定を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○「えるぼし３段階目」の認定を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○「プラチナえるぼし」の認定を取得している。
【　該当　・　該当しない　】

○一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【　該当　・　該当しない　】

２　次世代育成支援対策推進法に基づく認定

○「くるみん認定」を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○「トライくるみん認定」を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○「プラチナくるみん認定」を取得している。
【　該当　・　該当しない　】

３　青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定

○「ユースエール認定」を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
※　１～３の全項目について、該当するものに○を付けること。
※　それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付すること。
（「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第２条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合は、それぞれ、該当することを証明する書類（内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し）を添付すること。）　
